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１ 目的 

本業務は、建設後約 50 年が経過し老朽化した中込小学校の校舎に対し、構造体の劣化

対策やライフラインの更新による長寿命化改修を行うものである。日本最古級の擬洋風建

築である「旧中込学校」の意匠を継承した現校舎の歴史的価値を尊重しつつ、新たな学習

形態、多様な学習形態に対応した教育環境、未来に向けた教育施設への刷新を目指す。佐

久市で初めてとなる長寿命化改修のモデルケースとして、高度な企画力と技術提案を有す

る最適な受託者を選定することを目的とする。 

既存の教育環境・教育施設のスタイルにとらわれず、新たな発想の企画技術提案を求め

る。 
 

２ 一般事項 

（１）名 称  令和８年度 佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基本設計業務 

        に係る公募型プロポーザル 

（２）趣 旨  本プロポーザルは、佐久市立中込小学校長寿命化改修工事に係る、 

     基本設計のアイデアについて企画技術提案を求める。 

（３）選定方式  令和８年度佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基本設計業務に係る 

     公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）で審査 

     （プレゼンテーション審査）を経て選定する。 

（４）事 務 局  佐久市教育委員会事務局 学校教育部 教育施設課 教育施設建築係 

     〒385-8501 長野県佐久市中込 3056 

     電 話：0267-62-3491（直通） 

     F A X：0267-62-7862 

     E - m a i l：kyoikusisetsu@city.saku.nagano.jp 

 

３ 対象業務の名称 

（１）業 務 名 称 令和８年度 佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基本設計業務 

（２）業 務 箇 所 佐久市中込４９１ 

（３）業務の内容 別添「令和８年度佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基本設計業務 

     特記仕様書」のとおり 

なお、本プロポーザル終了後、契約候補者の提案に基づき精査する場

合がある。 

（４）業 務 期 間 契約締結の日から令和９年１０月１８日まで 

（５）業 務 予 算 ５７，２００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

基本設計のみの予算とし、実施設計費及び監理費は別途とする。 

上記金額は契約金額を示すものではない。 

（６）支 払 条 件 令和８年度：０％、令和９年度：１００％ 

      その他は、契約約款に基づく。 

（７）概算工事費 ３,００３,０００,０００円 
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諸経費、税込み（本体・電気設備・機械設備・外構工事、仮設校舎等の

仮設費等を含む）の金額とする。 

 

４ プロポーザルの実施スケジュール 

項目 期限・時期 

① 公募型プロポーザル実施公告 令和８年６月１６日（火） 

② 実施要領等に関する質問受付 令和８年６月１６日（火）から 

令和８年６月１９日（金）まで 

③ 実施要領等に関する質問回答 令和８年６月２４日（水） 

④ 参加申込書の提出期限 令和８年６月３０日（火） 

⑤ 参加資格審査結果の通知 令和８年７月 ３日（金） 

⑥ 企画技術提案に関する質問受付 令和８年６月１６日（火）から 

令和８年７月 ７日（火）まで 

⑦ 企画技術提案に関する質問回答 令和８年７月 ９日（木） 

⑧ 企画技術提案書の受付期間 令和８年７月１３日（月）から 

令和８年７月２１日（火）まで 

⑨ 企画技術提案書の審査 令和８年７月３０日（木）予定 

⑩ 審査結果の通知 令和８年７月３１日（金）予定 

⑪ 業務委託契約の締結 令和８年８月 中旬 予定 

⑫ 審査結果の公表 令和８年８月 下旬 予定 

 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、本実施要領の公告日から契約候補者決定日までにお

いて、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 

（１）佐久市建設工事等入札参加資格者名簿（以下、「名簿」という。）に建築コンサルタ

ント業務として登録されていること。ただし、名簿に登録ない者であっても、必要書類

を提出の上、参加資格要件が確認できれば参加することができる。 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４又は佐久市財務規則

（平成１７年規則第３９号）第１０３条第１項の規定に該当していないこと。 

（２）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第３条に規定されている一級建築士でなけれ

ばできない設計の場合、建築士法第２３条に基づく一級建築士事務所の登録を行なって

いること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又

は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代

理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない者であること。 

（４）佐久市建設工事等参加資格者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年告示第８

号）に基づく入札参加等停止措置を受けていないこと。 

（５）次のアからオまでの要件のいずれにも該当しないこと。 
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ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなさ

れている事 

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続き開始の申立てがなさ

れている事 

ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされてい

る者 

エ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている

者 

オ 銀行取引停止処分がなされている者 

（６）管理技術者は（※1）一級建築士であり、参加申込書提出時点において建築士法第２

２条の２に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること（ただし、建築士

法施行規則（昭和２５年建設省令３８条号）第１７条の３７第１項１一級建築士定期講

習の項イに該当する場合を除く。） 

（７）管理技術者及び主任担当技術者（※2）は、参加申込者の組織に所属し、参加申込書

提出日以前に、３ヶ月以上の恒常的な雇用関係にあること。 

（８）管理技術者は他技術者を兼任しないこと。 

（９）分担業務分野の分類は下記による。 

分担業務分野 技術者区分 業務内容 

総合 主任担当技術者 平成２１年国土交通省告示第１５号別添

一第１項第一号及び第二号において示さ

れる「設計の種類」における「総合」 

構造 構造担当技術者 同上「構造」 

電気 電気担当技術者 同上「設備」のうち、「電気設備」に係

るもの 

機械 機械担当技術者 同上「設備」のうち、「給排水衛生設

備」、「空調換気設備」及び「昇降機

等」に係るもの 

※１ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成１０年１０月１日建

設省厚契発第３７号）第１６条の定義による。 

※２ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術

者を総括する役割を担う者をいう。 

（１０）設計共同体（設計 JV）の結成 

佐久市内に本社・本店を有しない者は、下記要件により市内業者（※3）と設計 JV を

組むこととする。なお、市内業者は、単体でも審査に参加することができる。 

※３ 市内業者とは、名簿に建築コンサルタント業務として登録のある佐久市内に本

社・本店を所在する者をいう。 

市内業者は、佐久市ホームページ（下記アドレス参照）で公表している。 

https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/jigyosha/nyusatsu/shikakushameibo.html 

ア 共同体は自主結成とし、構成員数は２者とする。 
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イ 共同体の出資比率及び代表者は、構成員が自主的に定めるものとする。 

ウ 共同体構成員は、他の共同体又は単体事業者として重複して申し込みをすることは

できない。 

エ 管理技術者は、共同体の代表者となる構成員に所属していること。 

 

６ 参加申込受付 

（１）申込受付 

ア 受付期間 公告日から令和８年６月３０日（火）まで（土日祝祭日を除く） 

イ 受付時間 午前９時から午後５時まで 

ウ 提出部数 各１部 

エ 提出方法 持参または郵送必着 

（郵送の場合はアの受付期間内の必着とし、配達の有無が確認できるものに限る。） 

オ 提出場所 ２（４）の事務局 

（２）提出書類 

別紙、「令和８年度佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基本設計業務公募型プロポ

ーザル提出書類作成要領」で定められた書類とする。 

 

７ 質問等 

本プロポーザルに関する質問は、公募型プロポーザル質問書（様式３）により提出す

る。 

（１）提出場所 ２（４）の事務局 

（２）受付期間  

ア 実施要領等に関する質問  公告日から令和８年６月１９日（金）まで 

イ 企画技術提案に関する質問 公告日から令和８年７月 ７日（火）まで 

ア・イいずれの場合も午前９時から午後５時まで（土日祝祭日を除く） 

（３）提出方法 持参又は電子メール 

（電子メールの場合は、電話にて必ず着信確認すること。） 

（４）回答方法 受付期間終了後、下記の日付までに佐久市ホームページで回答する。 

ア 実施要領等に関する質問回答  令和８年６月２４日（水） 

イ 企画技術提案に関する質問回答 令和８年７月 ９日（木） 

 

８ 企画技術提案書 

本プロポーザルの参加申込者は、「令和８年度佐久市立中込小学校長寿命化改修工事基

本設計業務公募型プロポーザル提出書類作成要領」に従い、企画技術提案書を提出する。 

なお、提案数は 1 者につき 1 提案とする。 

（１）提出場所 ２（４）の事務局 

（２）受付期間 令和８年７月１３日（月）から令和８年７月２１日（火）まで 

（土日祝祭日を除く） 

（３）受付時間 午前９時から午後５時まで 
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（４）提出方法 持参または郵送必着 

（郵送の場合は（2）の受付期間内の必着とし、配達の有無が確認できるものに限

る。） 

（５）提出部数 ８部（紙ベース）、ＰＤＦ（ＣＤ-Ｒ） 

 

９ 審査・選定 

（１）実施日  令和８年７月３０日（木）（予定） 

詳細な日時、実施場所については、参加資格審査結果の通知と併せて連絡する。 

（２）実施時間 1 者につき６０分以内 

概ねの時間配分（準備５分、プレゼンテーション 20 分、質疑 20 分、片付け 5 分） 

（３）出席者  １者につき３名までとし、本業務の管理技術者となる者は必ず出席するこ

と。 

（４）実施方法 

ア 実施順は、企画技術提案書の受付順とする。 

イ プレゼンテーションは、提出した企画技術提案書を基に行うものとし、追加提案及

び追加提案に関する資料の配布は認めない。なお、企画技術提案書に沿った内容によ

りパソコン、プロジェクター、スクリーン等を使用し説明してもよい。（プロジェク

ター及びスクリーンは事務局で準備する予定であるが、その他は参加者において準備

すること。） 

ウ プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うことから自己紹介は行

わないこと。また、スクリーンに参加者の名称及びそれを推測できるものが写らない

様にすること。上記イにおいても、同様とする。 

エ 当日の質疑に対する応答の内容については、提出書類と同様に公式なものとして取

り扱う。 

（５）契約候補者の選定 

ア 審査委員会において最優秀者を契約候補者とし、第２位を優秀者（次点の契約候補

者）として選定する。 

イ 最優秀者の選定は、審査委員ごとに評価点の高い者から順位を決め、順位１位を最

も多く獲得した者とする。同数の場合は、順位２位を最も多く獲得した者とする。以

下同数の場合は、同様に３位、４位と続ける。以上の方法によってもなお、同数の場

合は、評価の合計点が最も高い参加者を契約候補者とする。 

ウ 各審査委員が「評価基準書」に基づき参加者に順位付けを行ったうえで、委員の合

議により決定する。 
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（６）評価項目 

参加者の企画技術提案は審査委員会において、評価項目を基に審査を行う。 

評価項目 

企業及び配置技術者 ・企業及び配置技術者の実績 

業務実施方針・取組方針 
・業務の目的、条件、内容の理解度 

・取組方針、工程表の妥当性 

各
特
定
テ
ー
マ 

的確性 
・特定テーマの向上に資することを具体化させる提案内容

となっているか 

実現性 
・多様な視点から課題に対応し、実現化へ導いていくことが

可能と考えられるか 

独創性 
・論理的・合理的視点で課題を解決するために新しい価値や

アイデアを企画・提案できているか。 

見積価格 ・見積評価 

 

（７）審査結果の公表 

審査へ参加した全ての参加者に審査結果を通知するとともに、佐久市ホームページで

公表する。 

（８）プレゼンテーションについての留意事項 

当日に出席者の確認を行うため、所属会社を確認できるものを用意すること。 

 

１０ 契約の締結 

（１）審査結果による最優秀者と、地方自治法施行令１６７条の２に基づき、当該業務の随

意契約をする。契約は令和８年８月中旬を予定している。 

（２）予定価格は最優秀者から提案された見積書を参考に定めるものとする。 

（３）最優秀者と契約が成立しない場合は、優秀者（次点）を契約候補者とする。 

（４）当該業務の契約候補者の提案内容を尊重しながら、一部内容の変更を求めることがあ

る。 

（５）次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった者

の順に協議を行い、契約相手方を決定する。 

ア 契約候補者が契約の締結を辞退した時。 

イ 契約締結までに下記の（ア）（イ）いずれかの失格の要件に該当していることが判

明したとき。 

（ア）提出書類に虚偽の記載が判明した場合 

（イ）その他、審査委員会が適当でないと判断した場合 

ウ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき。 

エ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合。 

（６）契約保証金等、契約にあたっては佐久市財務規則に基づくこととする。 
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１１ 失格事項 

次のア～オに該当した場合は失格となる場合がある。 

ア 「５参加資格要件」に違反した場合 

イ 提出書類に虚偽の記載や届出をした場合 

ウ 複数提案が判明した場合 

エ 提出書類が不足していた場合 

オ その他、審査委員が適当でないと判断した場合 

 

１２ 著作権、意匠及び提出図面等の取扱い 

（１）著作権及び意匠 

提出された提案書の著作権は、それぞれ参加者に帰属する。 

（２）提出図書の取扱い 

佐久市は、本プロポーザルに関する公表、展示及びその他佐久市が必要と認めるとき

に、参加者の承諾を得ずに提案書を無償で使用することができるものとする。 

（３）提案書の中で第三者の著作物を使用する場合は承諾を得ておくこと。この場合におい

て、第三者の著作物の使用に関する責任は、使用した提案者に全て帰するものとする。 

 

１３ 経費の負担 

本プロポーザルに要するすべての経費は参加者の負担とする。 

 

１４ その他 

（１）提出された書類の返却はしない。 

（２）本プロポーザルへの参加報酬及び賞金はない。 

（３）企画技術提案書提出後は書類の追加、修正は原則できない。 

（４）公募の日から審査結果発表までの間は、プロポーザルに係る必要な時を除き、職員は

じめ関係者との接触を禁止する。 

（５）審査の経緯及び結果について質疑・苦情は一切受け付けない。 

（６）書類等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準

時及び計量法（平成４年法律第５１号）に限る。 

（７）この業務の契約が成立するまでの間において、候補者が「１１失格事項」に該当する

ことになった場合は、当該候補者と契約を締結しない。 

（８）本要領に定めの無い事項について協議すべき事項が発生した場合は、審査委員会の判

断により決定する。 

（９）提出された企画技術提案書については、公平性、透明性を期すために「佐久市情報公

開条例（平成１７年４月１日条例第１５号）」等関連規定に基づき公開する。 

（１０）現場説明会は行わない。ただし、現場視察等が必要な場合は、事務局に協議の上、

日時を指定し実施する。 
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（１１）本業務を受注した建築コンサルタント（設計共同体の構成員、再委託先である協力

事務所を含む。以下同じ）及び本業務を受注した建築コンサルタントと資本・人事面等

において関連が認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し

又は当該工事を請負うことができない。 

上記の「建築コンサルタントと資本・人事面等において関連」があるとは、次のア又

はイに該当することをいう。 

ア 本業務を受注した建築コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０を超え

る株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしていること

をいう。 

イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建築コンサルタン

トの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 

（１２）提出された参加申込書及び企画技術提案書を発注者の了解なく公表・使用してはな

らない。 

（１３）提出された参加申込書、企画技術提案書等は審査及び評価を行う作業において、複

製する場合がある。 

 


